
個人住民税は で納めましょう！個人住民税は で納めましょう！個人住民税は個人住民税は特別徴収特別徴収
． ． ． ．

■ 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の
納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税（市町
村民税＋県民税）を徴収（天引き）し、納入していただく制度です。

■ 地方税法第３２１条の４および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者
は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことにな
っています。

特別徴収の事務

毎年５月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りします

ので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の１０日までに合計額を各従業員

の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例について

従業員が常時１０名未満の事業所は、申請により年１２回の納期を年２回とす

ることもできます。

特別徴収による納税のしくみ

住民税をはじめとする県税や市町村税は、皆さまの身近なところに使われています。



Ａ個人住民税の特別徴収Ｑ＆

今まで特別徴収をしていなかったのに、Q
なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのですか。１
従業員数も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが。

地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所（給与支払者）は、従業Ａ
員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています （地方税法第 条の。 321
および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税4

の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになってい

ます ）。

今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。Q
これをすることで何かメリットはあるのですか。2

住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりＡ
ません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各

市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収（天引き）し、合計額を翌月の

日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。10
また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省

くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年４回であるのに対し、特別徴収

は年 回なので従業員（納税義務者）の１回あたりの負担が少なくてすみます。12
なお、従業員が常時 人未満の事業所には、申請により年 回の納期を年２回とする制10 12
度もあります（納期の特例の承認 。）

特別徴収を始めると、従業員が住んでいる市町村ごとに別々の納入が必要にQ
３ なり、手間がかかるのではないでしょうか？

個人住民税は、従業員の居住する市町村ごとに別々の納入が必要になり、手間がかかっＡ
てたいへんだという印象がありますが、その納入手続きは簡単で、市町村から送付された納

入書とその合計金額をまとめて金融機関の窓口へ提出すれば、納入は完了です。市町村ごと

の納入手続きは、金融機関がやってくれますので、納入者（特別徴収義務者）の手間はかか

りません。

新たに特別徴収により納税するには、どんな手続をすればいいのですか？Q
４

毎年１月 日までに提出することになっている給与支払報告書（総括表）の右下の「前Ａ 31
年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に と記載の上、各市町朱書きで「特別徴収へ切替」

村にご提出ください。

５月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。

※ このチラシは、既に特別徴収を行っている事業所にも送付させていただいております。



Ａ個人住民税の特別徴収Ｑ＆

個人住民税の給与天引き事務は、所得税の事務より簡単と聞きましたが、Q
どのような事務を行うのですか。５

簡単です。具体的な事務の流れは、次のとおりです。Ａ

( ) 事業主は、給与支払報告書を毎年１月３１日までに従業員が住んでいる市町村役場へ1
提出します （年度途中の普通徴収から特別徴収への切替手続も簡単です ）。 。

( ) 提出された給与支払報告書により、市町村から毎年５月末までに次の書類が送付され2
ます。

① 特別徴収税額通知書：納税義務者用（従業員）各自１通、特別徴収義務者用１通

（市町村からの年税額のお知らせ。○○他○名、年税額 円）

② 納入書：月毎に１２枚

（個人住民税の納付書。○○他○名、月の納税額 円）

③ 給与所得者異動届出書

（従業員が退職した場合など個人住民税を給与天引きできない旨の報告書）

( ) 給与天引きの準備として、給与の控除明細襴に個人住民税という欄を設けます。3
① 個人住民税の控除開始月は、６月分給与からで翌年５月まで定額を控除します。

控除した合計額は、送付された市町村からのそれぞれの納付月の納入書の合計金額②

と突合して、控除した源泉所得税や社会保険料などと同様に預かり金の通帳に入金

しておきます。

なお、７月給与以降の毎月の個人住民税の控除合計額は、従業員に異動がない限り

毎月、同額となります。

( ) 個人住民税の納税は、所得税などと同様、給与支払月の翌月 日までに金融機関の4 10
窓口で納めます。

① 個人住民税は、納める先の市町村別に納入する必要はなく、個人住民税の納入書

をまとめて、その合計額を金融機関の窓口に提出すれば、一括納入できます。

② よって、金融機関で所得税、県税、個人住民税の一括納入もでき、納めるそれぞ

れの納付書の合計金額と納める現金が合致していればまとめて窓口へ提出するだけ

です。

( ) 個人住民税は、社内の積立預金のように定額を毎月の給与から控除して納めるだけで5
す。とても簡単です。

① 個人住民税は、所得税と異なり、年税額を１２回分割して納税することから、源

泉所得税のように年末調整は必要ありません。

② 源泉徴収簿や源泉徴収票を作成するなどの事務はありません。

なお、従業員が常時 人未満の事業所には、申請により年 回の納期を年２回とする制10 12
度もあります（納期の特例の承認 。）
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岐阜県内各市町村住民税担当課

※ このチラシは、既に特別徴収を行っている事業所にも送付させていただいております。


